
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life 
ライフ 

福岡県発達障がい者(児)支援センター（福岡地域） 

受託事業者 社会福祉法人こぐま福祉会 

（福岡県委託事業） 

対象者 

 

主な対象地域 

 

発達障がいと診断されている方、また疑いのある方、ご家族や会社、関係機関等の方か

らのご相談をお受けします。 

※医療機関での診断があるなしに関わらず、ご利用いただけます。 

 

福岡地域 １９市町村 

糸島市、宗像市、福津市、古賀市、新宮町、久山町、篠栗町、粕屋町、須恵町、志免町、

宇美町、太宰府市、春日市、大野城市、那珂川町、筑紫野市、筑前町、朝倉市、東峰村 

順不同 

 

 

ご利用方法 

 

開所日・時間 

 

まずはお電話でご連絡ください。 

 

所在地 

 

月曜日～金曜日  ９時～１７時 

※祝祭日、年末年始をのぞく 

 

住所：〒816－0804 

   福岡県春日市原町 3丁目 1－7 

   クローバープラザ 1階 東棟 

電話：092－558－1741 

FAX：092－558－1742 

Mail  

URL  

： 

： 



 

 

発達障がいとは 

は 発達障がい者支援法の定義には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障が

い、注意欠陥多動性障がいなどの脳の機能障がいで、通常低年齢で発現する」とあります。 

見た目にはわかりにくく、本人自身も困り感を自覚して伝える力が弱いため、気付かれにくいことが

あります。特性を理解して本人に合った発達支援をすることやサポート環境を整えることが、安心し

て日常生活・社会生活を送る鍵になります。 

【乳幼児期】 

【小・中・高校生時期】

 
 発達障がい者支援法の定義には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障が

い、注意欠陥多動性障がいなどの脳の機能障がいで、通常低年齢で発現する」とあります。 

見た目にはわかりにくく、本人自身も困り感を自覚して伝える力が弱いため、気付かれにくいことが

あります。特性を理解して本人に合った発達支援をすることやサポート環境を整えることが、安心し

て日常生活・社会生活を送る鍵になります。 

【専門学校、大学生時期】 

【社会人生活】 

・ことば…少ない、しゃべらない、遅れている 

・ひとりあそびが多い、興味が偏っている 

・集団に入れない、人と関わるのが苦手 

・感覚に偏りがある（耳をふさぐ、抱っこを嫌がる、偏食など） 

・激しいかんしゃく、切り替えが難しい 

・落ち着きがない、怪我が多い 

・友だちができにくい、トラブルになりやすい 

・周りに合わせてひどくおとなしい 

・場に合わない言動をよくする、話しが一方的、独特な話し方をする 

・授業中に席を立つ 

・教科の得意・不得意に極端な差がある 

・忘れ物が多い 

・友だちが少ない、場の雰囲気がつかめない 

・見通しがもてない、段取りが自分でできない 

・自分で履修科目の選択・登録ができない 

・情報確認ができない（掲示板、メールなどのチェック） 

・就職活動の段取りが自分でできない 

・アルバイトが続かない（遅刻が多い、仕事が覚えられない、人と衝突するなど） 

・話しや文面の比喩がわからず言葉の通りに受け取ってしまう 

・曖昧なこと、言語化されていない常識的なことがわからない 

・周りに合わせて臨機応変に振舞うことが難しい 

・仕事の段取りが難しい、整理ができない 

・就職が決まらない、短期間での離転職を繰り返す 

・計画的な金銭使途ができない 

たとえば、こんなことが気になりませんか 

 

発達障がい者支援センターとは 

発達障がいのあるご本人やご家族、関係者からの相談に応じ、専門的な視点から暮らしをお手伝いし

ます。成長・発達および家庭生活、学校生活、就労等について、関係者・機関と協力したお手伝いを

します。また、地域の方々に発達障がいについて正しく理解していただけるよう、普及啓発活動を行

います。 

 

・相談支援 

発達障がい者支援センターの事業 

 
センターへの来所面談や電話で相談をお受けします（電話で面談の予約が必要です）。現在の

困りごとをお聞きして、発達障がいに関する情報提供や対応のアドバイスを行います。また、

関係者・機関と協力して困りごとの解消、軽減のお手伝いをします。 

・発達支援 

困りごとの背景にあるご本人の特性を整理します。聴き取りや行動観察等でアセスメント（客

観的評価）を行い、具体的な対応方法をご家族や関係者と一緒に考えていきます。 

 

ハローワークや就労訓練をする事業所等と協力して就労をサポートします。現在の困りごと

の整理と解決の手立てを一緒に考えます。企業等からの相談もお受けします。 

・就労支援 

・普及啓発、研修 
地域の方々が発達障がいについて正しく知り共に生きやすくなるよう、情報発信・講演会等

を行います。支援に携わる方がよりよい支援を行えるよう研修会等を行います。 

・機関連携 
福祉、健康、医療、教育、就労等の期間・事業所等と連携し、地域でのよりよい支援のあり方

の協議や仕組みづくりを行います。 

※発達障がいのある人の特性は、年齢を重ねても変わりません（個人差はあります）。ご本人の発達

状況や社会環境で現れ方に違いがあります。ご家族や周囲の人にとって気になる／困るということ

がなくても、ご本人は適応しようと一生懸命に努力していることや、自身の困り感に気づかない／ 

訴えられないということがあります。 

 

相談・支援の流れ 

 

情報提供 来所相談 

相談支援・発達支援・就労支援 

相 談 
 （電話またはメール） 

 

※利用料は無料です 

 


